
（案） 
栗東市男女共同参画プラン 第 7 版 【概要版】 
 

1. プラン策定の趣旨 

 これまで、「まちづくり女（ひと）と男（ひと）との共同参画プラン（平成 7（1995）年、

平成 12（2000）年、平成 17（2005）年、平成 22 年（2010）年、平成 27（2015）年）」、「ひ

とが輝くパートナープラン（令和 2（2020）年）」の策定や「栗東市男女共同参画都市」の宣

言（平成 14（2002）年）を通じ、男女共同参画社会の実現にむけ総合的かつ計画的に取組ん

できました。 
 男性の育児休業取得率や女性の就業率が上昇している等、男女共同参画が進んだ部分もあり

ますが、家事・育児負担が女性に大きく偏っている、企業等における女性管理職の割合が低調

である等、ジェンダー平等に関する様々な課題が残っており、すべての人が性別や性の意識に

関係なく個性と能力を発揮できる社会の実現は道半ばです。 
 本プランは、本市が抱える男女共同参画の視点における課題や社会情勢を踏まえ、男女共同

参画の実現により近づけることを目的に策定するものです。 
 
2. プランの位置づけ 

 男女共同参画社会基本法、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV 防止法）、困難

な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援法）に基づく計画 

 「第六次栗東市総合計画」をはじめ本市の関連する各種計画との整合を図ります。 

 SDGs（持続可能な開発目標）の視点を踏まえてプランを推進します。 
 
3. 計画期間 

 令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度まで 5 年間 

 社会情勢の変化やプランの進捗状況により、必要に応じて見直しを行うものとします。 
 
4. 基本理念 

 性別や性の意識にかかわりなく、すべての人が活躍・自己実現できる栗東
ま ち

 

 本プランでは、栗東市男女共同参画都市宣言の前文にある「自分らしくいきいきと生きるこ

とができる栗東市民」を目指します。 
 
5. 全体を通じた重要な視点 

1. 政策決定プロセスへの女性参画 
2. 固定的な性別役割分担意識・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消 
3. 健康と心身の幸福（ウェルビーイング） 
4. 多様な選択を可能にする女性人材の育成、教育・学習 
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（案） 
6. 施策体系 

 本プランは、基本目標実現のため、3 つの柱のもと 11 の「基本施策」と 36 の「具体的施策の方向」で構成し、各担当課において取組みを進めることで計画の推進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※ 基本目標に関する説明は、次頁をご覧ください。 
 



（案） 
7. 基本目標 

1. 多様性を尊重し、つながり生きられる 

 性別や性の意識にかかわらず多様な人々がつながり合い、それぞれの力を活かして地

域社会を築く仕組みをつくることが、持続可能で誰もが住みたいと思えるまちづくりに

つながります。 

 人権が尊重され、あらゆる分野での男女共同参画の視点が反映された社会になるよう、

取組みを継続していきます。 

2. 自分らしく活躍できる 

 性別や性の意識にとらわれず、一人ひとりが持つ個性や能力を十分に発揮できる社会

をめざします。誰もが自分らしく希望をもって活躍できるよう、取組みを進めていきます。 

3. だれもが安心・安全に暮らせる 

 DV を許さない意識醸成にむけた取組みを行うとともに、貧困等困難な状況にある人

に寄り添います。また、防災対策における男女共同参画の視点反映や女性の心身の健康

が守られる環境づくりに取組みます。 

 
8. 推進体制 

 市民、地域団体、事業者の協力のもと、総合的・効果的に進めていきます。 
 ﴾1﴿ 庁内推進体制の充実 
  ﴾2﴿ 連携・協働の推進 
 プランの施策実施状況を把握するため、各課が実施する男女共同参画関連事業について毎年

調査を行います。 
 調査結果は広く市民へ公表するとともに、以後の施策に反映するよう努めます。  
 本プランに基づく施策の実効的な推進のため、事業の進捗状況等は「栗東市男女共同参画社

会づくり推進協議会」で報告し、第三者的な立場から評価、意見、提言を受けていきます。 
 また、その評価結果や意見・提言の内容等は、ホームページ等で公表します。 
  
詳しくは、本編をご覧ください。本編はこちらからご覧いただけます。 
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